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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】マイクロ流体カートリッジ及び検出器アセンブ
リを備えたマイクロ流体検出システムを提供する。
【解決手段】複数の異なるアッセイを実施するためのマ
イクロ流体カートリッジであって、カートリッジは、少
なくとも１つの流路と、液体試料を供給するための流路
への入口４３とを備え、流路は、電気的検出部位におい
て電気化学的検出を実施するように構成された電極を備
えた少なくとも１つの電気的検出部位４８と、光学的検
出部位における光学的読み取りのための透明窓を有した
少なくとも１つの光学的検出部位４７とを含む複数の検
出部位を備え、マイクロ流体カートリッジは、チャネル
状のキャビティを有する固体基材と、固体基材に接合さ
れて少なくとも１つの流路を形成する、ポリマーのホイ
ルとを備え、ホイルは、少なくとも電気的検出部位のた
めの電極と、電極から読み取るための電気的伝送路とを
搭載しているポリマーである、マイクロ流体カートリッ
ジ。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロ流体カートリッジと検出器アセンブリとを備えたマイクロ流体検出システムに
おいて、
　前記マイクロ流体カートリッジは、第１の側及び第２の側と、少なくとも１つの流路と
、液体試料を供給するための前記流路への入口とを備え、前記少なくとも１つの流路は複
数の第１光学的検出部位を備え、
　前記検出器アセンブリは、前記マイクロ流体カートリッジを挿入するためのスロットと
、ビーム経路を有した第１固定光源と、前記第１光学的検出部位のうちの少なくとも１つ
からの光信号を読み取るための光学的読取装置とを備え、前記検出器アセンブリ及びマイ
クロ流体カートリッジは、前記マイクロ流体カートリッジが前記前記スロット内に第１所
定位置まで挿入されたときには、前記マイクロ流体カートリッジの第１光学的検出部位の
うちの１つが第１光源のビーム経路内に配置され、前記カートリッジが前記スロット内に
第２所定位置まで挿入されたときには、前記マイクロ流体カートリッジの第１光学的検出
部位のうちの別の１つが第１光源のビーム経路内に配置されるように構成され、
　前記スロット内への前記マイクロ流体カートリッジの前記第１所定位置及び前記第２所
定位置のそれぞれは、前記マイクロ流体カートリッジを一時的に固定された位置に保持す
るクリック構成によって決定され、
　前記クリック構成は前記マイクロ流体カートリッジを前記検出器アセンブリの前記第１
所定位置及び前記第２所定位置に配置すべく、選択位置にて嵌合又はスナップ止めされる
、前記マイクロ流体カートリッジ又は前記検出器アセンブリのうちの少なくとも一方の突
出フランジ及びキャビティのうちの少なくとも一方を備える、マイクロ流体検出システム
。
【請求項２】
　前記第１光源は、異なる波長を有する複数の異なる光ビームを放射するように構成され
た多色発光ダイオード（ＬＥＤ）と、前記複数の異なる光ビームをオン及びオフに切り替
えるための回路構成とを備える、請求項１に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項３】
　前記光学的読取装置は、前記カートリッジが前記検出器アセンブリの前記スロット内に
挿入されているときに、前記第１検出部位のうちの少なくとも１つの液体試料から吸収特
性、反射特性、及び放射特性のうちの少なくとも１つを読み取るように構成されている、
請求項１～２のいずれか１項に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項４】
　前記光学的読取装置はデジタル画像読取装置である、請求項１～３のいずれか１項に記
載のマイクロ流体検出システム。
【請求項５】
　前記光学的読取装置は電荷結合素子読取装置である、請求項１～４のいずれか１項に記
載のマイクロ流体検出システム。
【請求項６】
　前記第１光源の回路構成は、前記複数の異なる光ビームを互いに独立してオン及びオフ
に切替えるように構成されている、請求項２～５のいずれか１項に記載のマイクロ流体検
出システム。
【請求項７】
　前記検出器アセンブリは、一度に前記異なる光ビームのうちの１つのみがオンに切り替
えられるように、前記複数の異なる光ビームをオン及びオフに切り替えるようにプログラ
ムされている、請求項２～６のいずれか１項に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項８】
　前記複数の異なる光ビームは、２つ～５つの異なる光ビームを含む、請求項２～７のい
ずれか１項に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項９】
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　前記複数の異なる光ビームの各々は互いに独立して約５０ｎｍ以内のスペクトル幅を有
する、請求項２～８のいずれか１項に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項１０】
　前記多色ＬＥＤの前記複数の異なる光ビームは単色光ビームである、請求項２～９のい
ずれか１項に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項１１】
　前記多色ＬＥＤの前記複数の異なる光ビームは、約５７５ｎｍ～約６２５ｎｍの中心波
長を有する光ビーム、又は約４２５ｎｍ～約４７５ｎｍの中心波長を有する光ビームのう
ちの少なくとも１つを含んでなる、請求項２～１０のいずれか１項に記載のマイクロ流体
検出システム。
【請求項１２】
　前記多色ＬＥＤの前記複数の異なる光ビームは、赤色光ビーム、橙色光ビーム、黄色光
ビーム、緑色光ビーム、又は青色光ビームのうちから選択された少なくとも３つの単色光
ビームを含む、請求項２～１１のいずれか１項に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項１３】
　前記マイクロ流体カートリッジの前記流路は複数の付加的な光学的検出部位を備え、前
記検出器アセンブリは各ビーム経路を有する複数の付加的な固定光源を備え、前記検出器
のスロットは、前記マイクロ流体カートリッジが前記スロット内に挿入されたときに、前
記マイクロ流体カートリッジの複数の付加的な光学的検出部位が前記複数の付加的な光源
の各ビーム経路内に配置されるように形成されており、前記複数の付加的な光源の各々は
、好適には、異なる波長を有する複数の異なる光ビームを放射するように構成された多色
発光ダイオード（ＬＥＤ）と、前記複数の異なる光ビームをオン及びオフに切り替えるた
めの回路構成とを備え、前記光学的読取装置は、前記付加的な光学的検出部位からの光信
号を読み取るように構成され、前記検出器アセンブリは、前記付加的な光学的検出部位か
らの光信号を読み取るように構成された少なくとも１つの付加的な光学的読取装置を備え
る、請求項１～１２のいずれか１項に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項１４】
　前記検出器アセンブリは、各固定光源からのビームが光を２つ以上の検出部位に同時に
透過させるのを防止するために、前記固定光源のうちの１つ以上のための光トンネルを備
える、請求項１～１３のいずれか１項に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項１５】
　前記マイクロ流体カートリッジの前記流路は、複数の異なるアッセイを実施するための
複数の検出部位を備える、請求項１～１４のいずれか１項に記載のマイクロ流体検出シス
テム。
【請求項１６】
　前記複数の検出部位は少なくとも１つの電気的検出部位を含み、前記電気的検出部位は
前記電気的検出部位において化学的変化によって生じた電気信号の検出を実施するように
構成された電極を備え、前記電極はマイクロ流体カートリッジ接続パッドに接続された電
線を含み、前記検出器アセンブリは前記電気的検出部位からの電気信号を読み取るための
少なくとも１つの電気的読取装置とを備える、請求項１５に記載のマイクロ流体検出シス
テム。
【請求項１７】
　前記電気的読取装置は、前記マイクロ流体カートリッジが前記スロット内に挿入された
ときに、前記マイクロ流体カートリッジ接続パッドが電圧計接続パッドと電気的に接続す
るように、スリット内に配された前記電圧計接続パッドに電気的に接続された電圧計を備
える、請求項１６に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項１８】
　前記検出器アセンブリは少なくとも１つの出力インタフェース及びプロセッサを備え、
前記マイクロ流体カートリッジは、前記カートリッジを用いて実施されるべきアッセイに
ついての指示を含む機械可読コードを含み、前記検出器アセンブリは、前記機械可読コー
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ドを読み取り、かつ前記実施されるべきアッセイについての指示を前記プロセッサに供給
するためのコード読取装置を備え、前記プロセッサは、前記機械可読コードから得られた
指示に少なくとも部分的に基づいて、前記読取装置及び出力インタフェースのうちの少な
くとも１つを制御するようにプログラムされており、好適には、前記少なくとも１つの読
取装置は、光学的読取装置及び電気的読取装置のうちの少なくとも１つである、請求項１
～１７のいずれか１項に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項１９】
　前記マイクロ流体カートリッジは、少なくとも１つの流路と、液体試料を供給するため
の前記流路への入口とを備え、前記流路は、電気的検出部位において電気化学的検出を実
施するように構成された電極を備えた少なくとも１つの電気的検出部位と、光学的検出部
位における光学的読み取りのための透明窓を有した少なくとも１つの光学的検出部位とを
含む複数の検出部位を備え、
　前記マイクロ流体カートリッジは、チャネル状のキャビティを有する固体基材と、前記
固体基材に接合されて前記少なくとも１つの流路を形成するポリマーホイルとを備え、前
記ホイルは、少なくとも前記電気的検出部位のための電極と、前記電極から読み取るため
の電気的伝送路とを搭載しているポリマーである、請求項１～１８のいずれか１項に記載
のマイクロ流体検出システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料の光学的アッセイを実施するのに適したマイクロ流体検出システム、及
びそのようなマイクロ流体検出システムに適したマイクロ流体カートリッジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記のシステムのマイクロ流体検出システム及びマイクロ流体カートリッジは当該技術
分野において公知である。マイクロ流体検出システムは、通常、検出器アセンブリと、少
なくとも１つのマイクロ流体カートリッジとを備え、前記マイクロ流体カートリッジは前
記マイクロ流体カートリッジの流路内に、例えば液体試料などの試料を保持するように形
成されている。前記マイクロ流体カートリッジは、光学分析のために前記検出器アセンブ
リのスロット内に挿入され得る。そのようなマイクロ流体検出システムは、通常、液体の
分析を非常に迅速に、かつ比較的低コストで実施するために用いられる。多くの場合、マ
イクロ流体検出システムはハイスループット分析に用いられる。医師により、又は患者の
家庭でも実施することができる標準分析の開発のために、マイクロ流体検出システムの一
般コストは比較的低いことが要求される。
【０００３】
　標準分析の多くは、様々な波長を有する光学的光源を用いたいくつかの試験に試料を供
さなければならないことを必要とする。
　米国特許第ＵＳ３，９１０，７０１号（特許文献１）は、試験片に向かって発光するた
めの複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を有する、光の反射率、吸収及び／又は透過を測定
するための装置を開示している。この装置は、異なる波長の光を放射するように選択され
た様々なダイオードと、試験片によって反射及び／又は透過された光及び前記発光ダイオ
ードの各々から発せられた光を受光するように配置された少なくとも１つの光応答センサ
とを有する。異なる波長の複数のＬＥＤに交互に又は順次にエネルギーを与えるために電
気的駆動回路手段が備えられ、その結果、前記センサによって受光される反射光又は透過
光は各ＬＥＤの様々な波長の関数である。前記複数のＬＥＤ供給源及び光応答センサは、
カメラレンズに類似した大きさ及び形状の内蔵モジュール内に取り付けられており、該モ
ジュールは、器具の携行用ハウジングに分離可能に接続される。このように、単に前記モ
ジュールを移動させることにより、各検出部位に対して、多くの異なる供給源モジュール
が提供され得る。
【０００４】
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　米国特許第ＵＳ７，７９１，７２８号（特許文献２）は、複数の選択可能な単一波長光
源を有する光源と、前記光源に光学的に接続された物質提示部材と、前記物質提示部材に
関連付けられた光検出システムとを備えた、物質を光学的に分析するためのマイクロ流体
分析システムを開示している。前記光源及び波長選択システムは、複数の単一波長光源が
接続された光生成カルーセルを備える。前記カルーセルは、試験に所望の単一波長光源の
位置に回転され得る。前記マイクロ流体分析システムは、発光ダイオード（ＬＥＤ）又は
レーザーのような複数の単一波長光源を有する多波長セレクタ構造を用いることにより、
ミリメートル又はマイクロリットルのスケールの量の流体に対して光学分析を完了するの
に適している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第ＵＳ３，９１０，７０１号
【特許文献２】米国特許第ＵＳ７，７９１，７２８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、非常に迅速に、かつ簡単な方法で複数の分析を実施するために利用さ
れ得るマイクロ流体検出システムを提供することにある。
　本発明の目的は、比較的低コストで非常に高精度の分析を実施するために利用され得る
マイクロ流体検出システムを提供することにある。
【０００７】
　本発明のさらなる目的は、安定しており、長い耐久性を有するマイクロ流体検出システ
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施形態において、本発明の目的は、複数の異なるアッセイを実施するのに適したマ
イクロ流体カートリッジを提供することにあり、そのマイクロ流体カートリッジは前記マ
イクロ流体検出システムの一部として有利に適用され得る。
【０００９】
　一実施形態において、本発明の目的は、体液の試料のような非常に小量の液体試料に対
して分析を実施するために利用され得るマイクロ流体検出システムを提供することにあり
、前記マイクロ流体検出システムは、異なる波長の光ビームの使用を伴う複数の異なるア
ッセイに利用することができ、同時に前記マイクロ流体検出システムのコストは比較的低
い。
【００１０】
　これら及び他の目的は、特許請求の範囲において定義され、本願において以下に記載す
る本発明によって解決された。
　本発明及びその実施形態が以下の記載から当業者には明らかであろう多くの付加的な利
点を有することが分かっている。
【００１１】
　本発明のマイクロ流体検出システムは、広範囲の様々な分析に利用することができ、各
分析には液体試料が小量だけ必要とされる、非常に小型のシステムである。前記試験は非
常に迅速な方法で実施することができ、従って、前記マイクロ流体検出システムはハイス
ループット分析に利用され得る。
【００１２】
　「試験」、「分析」という用語は区別なく用いられる。
　本発明のマイクロ流体検出システムは、マイクロ流体カートリッジと、検出器アセンブ
リとを備える。
【００１３】
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　前記マイクロ流体カートリッジは、原則として、光学的読み取りに適した任意のマイク
ロ流体カートリッジであり得る。前記マイクロ流体カートリッジは、第１の側及び第２の
側と、少なくとも１つの流路と、液体試料を供給するための、前記少なくとも１つの流路
への少なくとも１つの入口とを備える。前記少なくとも１つの流路は複数の第１光学的検
出部位を備える。
【００１４】
　適当なマイクロ流体カートリッジの例は、例えば、任意で複数の検出部位を有するよう
に修正された、国際公開第ＷＯ１３１８９５０２号、米国特許出願公開第ＵＳ２０１１０
４５４９２号、同第ＵＳ２００９３１７７９３号、又は同第ＵＳ２００７２８６７７４号
に記載されているそれらのマイクロ流体カートリッジである。さらに好適なマイクロ流体
カートリッジを下記に述べる。
【００１５】
　前記検出器アセンブリは、前記マイクロ流体カートリッジを挿入するためのスロットと
、ビーム経路を有した第１固定光源と、第１光学的検出部位からの光信号を読み取るため
の光学的読取装置とを備える。前記検出器のスロットは、前記マイクロ流体カートリッジ
が前記スロット内に挿入されたときに、前記マイクロ流体カートリッジの第１光学的検出
部位のうちの少なくとも１つが第１光源のビーム経路内に配置されるように形成されてい
る。一実施形態において、第１光源は、異なる波長を有する複数の異なる光ビームを放射
するように構成された多色発光ダイオード（ＬＥＤ）と、前記複数の異なる光ビームをオ
ン及びオフに切り替えるための回路構成とを備える。有利には、前記異なる光ビームは、
好適には狭いスペクトル幅を有する。これについては以下でさらに検討する。
【００１６】
　「固定光源」という用語は、前記検出器アセンブリ内の１つの物理的位置においてのみ
作動可能である光源を意味する。使用時、前記固定光源はこの単一の作動可能位置に位置
する。前記光源は、有利には、故障したか、又は他の理由で作動不能な場合に、作動不能
の光源を取り外すことによって、交換用光源と交換されてもよい。
【００１７】
　光源が固定光源であり、可動光源ではないという事実により、前記マイクロ流体検出シ
ステムは非常に小型となり、同時に従来技術のマイクロ流体検出システムと比較して、非
常に安定しており、かつ／又は堅牢である。
【００１８】
　「ビーム経路」という用語は、光の経路を意味する。前記ビーム経路は、例えば、１つ
以上のレンズもしくはミラー、又は他の光学部品によって操作され得る。有利には、前記
ビーム経路の少なくとも一部は、前記ＬＥＤと前記ビーム経路内に配置された光学的検出
部位との間の自由空間に位置する。
【００１９】
　一実施形態において、前記ＬＥＤは、付加的な光学要素を用いることなく、すなわち前
記１つ以上のビーム経路内に配されたいかなる光学部品も有することなく、前記第１検出
部位のうちの１つを直接照明するように構成されている。
【００２０】
　「光学的検出部位」という用語は、透明窓を有した、前記マイクロ流体カートリッジの
少なくとも１つの流路のうちの１つの一部を意味しており、前記透明窓を介して光学分析
に供される試料部を備えるか、又は備えるように構成されている。光学的検出部位は、有
利には、好適には前記少なくとも１つの流路のうちの少なくとも１つに流体が流れるよう
に接続している、好適には前記少なくとも１つの流路及び／又はチャンバの部分の形態に
ある、前記少なくとも１つの流路の比較的小さな部分である。前記光学的検出部位は、前
記光ビームによって照射され、該部位から信号が光学的読取装置に指向される部位として
画定され得る。
【００２１】
　「光学的検出部位」という用語は、第１光学的検出部位のうちの少なくとも１つであり
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得る。
　単数で用いられる「光学的検出部位」という用語は、別段の定めがない限り、「光学的
検出部位」の複数形も含むように解釈されるべきである。
【００２２】
　「第１光学的検出部位」という用語は、第１固定光源から照明されるべき光学的検出部
位を示すことを意味する。
　「光ビーム」という用語は、本願ではＬＥＤから放射された光の指向性の投射を意味す
るために用いられる。前記光ビームは連続的ではないが、所望の分析を行なうのに十分な
所望の継続時間を有し得る。適当な継続時間は、例えば１０秒以内であり、例えば約１ｍ
ｓ～約５秒であり得る。
【００２３】
　「光線（ｒａｙｓ　ｏｆ　ｌｉｇｈｔ）」という用語は、光ビームの一部を示すために
用いられ、すなわち、前記光ビームは複数の光線（ｒａｙｓ）を含む。
　前記検出器アセンブリ内のスロットは、前記マイクロ流体カートリッジに適合している
。通常、前記マイクロ流体検出システムは、少なくとも１つの分析を行なうために前記検
出器アセンブリ内に順々に挿入され得る複数のマイクロ流体カートリッジを含むであろう
。
【００２４】
　前記検出器アセンブリ内のスロットは、一実施形態において、異なる形状及び／又は大
きさのマイクロ流体カートリッジに適合し得る。
　一実施形態において、前記検出器アセンブリのスロット及びマイクロ流体カートリッジ
は、前記マイクロ流体カートリッジが前記スロット内に完全に挿入されたときに、前記マ
イクロ流体カートリッジの第１検出部位のうちの少なくとも１つが第１光源のビーム経路
内に配置されるように構成されている。それにより、前記マイクロ流体カートリッジを挿
入し、前記光学的検出部位を前記検出器アセンブリ内に正しく配置することが簡単になる
。
【００２５】
　前記検出器アセンブリのスロット及びマイクロ流体カートリッジは、前記マイクロ流体
カートリッジが前記スロット内に所定位置まで挿入されたときに、前記マイクロ流体カー
トリッジの第１検出部位のうちの少なくとも１つが第１光源のビーム経路内に配置される
ように構成されている。前記マイクロ流体カートリッジは完全に挿入される必要はない。
前記スロット内への前記マイクロ流体カートリッジの所定位置は、前記マイクロ流体カー
トリッジを一時的に固定された位置に保持するクリック構成によって決定される。それに
より、前記マイクロ流体カートリッジは、光源、例えば同一光源のビーム経路内に位置す
るように前記検出器アセンブリ内において順々に配置され得るいくつかの光学的検出部位
を有し得る。
【００２６】
　そのようなクリック構成はよく知られており、マイクロ流体カートリッジを検出器アセ
ンブリ内に配置するために適所に係合するか、又は嵌り込む突出フランジ及び／又はキャ
ビティを前記マイクロ流体カートリッジ及び／又は検出器アセンブリ上の選択された位置
に備え得る。
【００２７】
　一実施形態において、前記検出器アセンブリは、前記マイクロ流体カートリッジを１つ
以上の所望位置に配置するように構成されている。マイクロ流体カートリッジのそのよう
な自動又は半自動の操作は、他の従来技術システムにおいてよく知られている。
【００２８】
　前記光学的検出部位は、少なくとも２つの異なる光ビームに対する透明窓を有する。前
記透明窓は、例えば前記少なくとも１つの流路の透明壁部の形態にある。
　前記マイクロ流体カートリッジは、有利には、少なくとも部分的に透明ガラス又は透明
ポリマーであり得る。好適な実施形態において、前記マイクロ流体カートリッジは、少な
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くとも光学的検出部位が透明であるホイルによって被覆され、それにより少なくとも１つ
の流路を形成する１つ以上のチャネル状のキャビティを有するポリマー基材を備える。
【００２９】
　一実施形態において、前記カートリッジは、前記光学的検出部位又はそれに隣接して配
された１つ以上の集積レンズ及び／又はミラーを備える。前記１つ以上の内蔵レンズ及び
／又はミラーは、前記ビームを前記光学的検出部位に導き、かつ／又は集束させるように
作用し得る。
【００３０】
　１つ以上の集積レンズ及び／又はミラー、及び／又は他の光学部品は、前記ビームを案
内するため、前記ビームを指向させるため、前記ビームを制限するため、前記ビームを集
束させるため、及び／又は前記ビームをコリメートにするため、又は前記ビームを他の方
法で操作するために、前記マイクロ流体検出システム内の任意の所望位置に配され得る。
【００３１】
　第１検出部位のうちの少なくとも１つは、前記光学的検出部位からの光信号を読み取る
ための透明窓を有する。一実施形態において、第１検出部位のうちの少なくとも１つは、
少なくとも２つの異なる光ビームのため、及び光信号を読み取るための、透明窓を有する
。
【００３２】
　以下でさらに詳細に述べるように、キャビティ及び／又はチャネルを備えた基材と、前
記基材のためのカバーと、任意で、電気的伝送路、アノード、カソード及び／又は他の部
品のような他の要素とから、前記マイクロ流体カートリッジを提供することは有利であり
得、その場合、前記基材及びカバーの少なくとも一方が透明材料であることにより透明窓
を提供する。
【００３３】
　一実施形態において、前記ＬＥＤと光学的読取装置とは、前記カートリッジが前記検出
器アセンブリのスロット内に挿入されたときに、前記マイクロ流体カートリッジの両側に
配置される。前記ＬＥＤは前記光学的検出部位に向かってビームを指向するように構成さ
れており、前記光学的読取装置は、吸収又は反射されていない光、すなわち前記光学的検
出部位を通過する光の形態にある信号を読み取るように構成されている。この配列におい
て、前記光学的読取装置はまた、励起蛍光からの放射光の信号（ｓｉｇｎａｌｓ　ｅｍｉ
ｔｔｅｄ　ｌｉｇｈｔ）を読み取るように構成されていてもよい。
【００３４】
　好適には、前記ＬＥＤと光学的読取装置とは、前記カートリッジが前記検出器アセンブ
リのスロット内に挿入されたときに、前記マイクロ流体カートリッジの同じ側に配置され
る。前記ＬＥＤは、前記光学的検出部位に向けてビームを指向するように構成されており
、前記光学的読取装置は、反射光信号の形態にある信号又は励起蛍光からの放射光の信号
を読み取るように構成されている。
【００３５】
　一実施形態において、前記光学的読取装置は、全内部反射の臨界角を超える光の形態に
ある信号を収集するように配置されている。そのような構造は、測定されるべき標的がフ
ルオロフォアによってマークされる超臨界角蛍光（ＳＡＦ）アッセイを実施するのに特に
有利である。ＳＡＦを用いることによって、簡単かつ効率的な方法で非常に高い分解能を
得ることができる。ＳＡＦ法は、従来技術において、トーマス　リュックスツール（Ｔｈ
ｏｍａｓ　Ｒｕｃｋｓｔｕｈｌ）及びドリネル　ベルデ（Ｄｏｒｉｎｅｌ　Ｖｅｒｄｅｓ
）による、Ｓｕｐｅｒｃｒｉｔｉｃａｌ　ａｎｇｌｅ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　（Ｓ
ＡＦ）　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ、Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、第１２巻、第１８刷、
第４２４６～４２５４頁（２００４年）に記載されているように、簡単な顕微鏡検査にお
いて予備的に用いられていた。これらのＳＡＦ構造及び方法は、簡単な方法で、本発明の
マイクロ流体検出システムに適用されるように修正することができる。
【００３６】
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　前記ＳＡＦ法及び構造は、免疫アッセイを実施するのに特に有用である。
　一実施形態において、前記光学的読取装置は、前記カートリッジが前記検出器アセンブ
リのスロット内に挿入されているときに、第１検出部位のうちの少なくとも１つの液体試
料から少なくとも１つの吸収特性を読み取るように構成されている。
【００３７】
　一実施形態において、前記光学的読取装置は、前記カートリッジが前記検出器アセンブ
リのスロット内に挿入されているときに、第１検出部位のうちの少なくとも１つの液体試
料から少なくとも１つの反射特性を読み取るように構成されている。
【００３８】
　一実施形態において、前記光学的読取装置は、前記カートリッジが前記検出器アセンブ
リのスロット内に挿入されているときに、第１検出部位のうちの少なくとも１つの液体試
料から少なくとも１つの放射特性を読み取るように構成されている。
【００３９】
　前記光学的読取装置は、原則として、問題の波長、すなわち、前記光学的検出部位から
得られる、例えば、前記光学的検出部位から放射されるか、又は反射されるか、又は前記
光学的検出部位を通過する、と予想される波長を有する光線を感知することができる任意
の種類の光検出器であり得る。
【００４０】
　有利には、前記光学的読取装置は多波長読取装置である。
　一実施形態において、前記読取装置は、フォトダイオードアレイ及び／又は光電子増倍
管を備える。適当な検出器は、例えば、米国ブリッジウォーター所在のハママツ　コーポ
レーション、又は米国サンノゼ所在のアトメル　コーポレーションから入手されてもよい
。
【００４１】
　一実施形態において、前記光学的読取装置は、好適には電荷結合素子（ＣＣＤ）読取装
置の形態にあるデジタル画像読取装置である。
　有利には、前記ＣＣＤ読取装置は、３ＣＣＤ読取装置又はカラーフィルターモザイクＣ
ＣＤ読取装置のようなカラー読取装置である。
【００４２】
　３ＣＣＤ読取装置は、画像を赤色成分、緑色成分及び青色成分に分割するダイクロイッ
クビームスプリッタプリズムを備えたＣＣＤ読取装置である。
　カラーフィルターモザイクＣＣＤ読取装置は、バイエルマスク、ＲＧＢＷマスク（赤色
、緑色、青色、白色フィルタアレイ）又はＣＹＧＭマスク（シアン、イエロー、グリーン
、マジェンタフィルターアレイ）のようなカラーフィルターを備えたＣＣＤ読取装置であ
る。
【００４３】
　有利には、前記光学的読取装置は分光計であり、前記分光計は、好適には、少なくとも
２つの異なる光ビームを含む帯域幅で作動するように構成されている。
　分光計はまた、しばしば分光器と呼ばれ、特定帯域幅にわたる光の強度又は偏光のよう
な特性を測定するために用いられる。
【００４４】
　好適には、前記分光計は、可視光線を含む帯域幅にわたる光の強度を測定するように構
成されている。
　一実施形態において、前記分光計は、少なくとも２つの異なる光ビームを含む帯域幅に
わたる光の強度を測定するように構成されている。
【００４５】
　一実施形態において、前記分光計は、少なくとも約２０ｎｍの帯域幅、好適には、少な
くとも約１００ｎｍ、例えば８００ｎｍ以内の、帯域幅にわたる光の強度を測定するよう
に構成されている。一実施形態において、前記分光計は、約０．５～約２０ｎｍ、例えば
約５～約１ｎｍなどのスペクトル分解能を有する。
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【００４６】
　一実施形態において、前記光学的読取装置は、前記光学的検出部位からの光線を受光す
るように構成された複数の光ファイバを備えた光ファイバ分光計である。前記光ファイバ
分光計は、例えば、各ファイバがそれらの一端で束ねられ、前記光学的検出部位からの光
線を収集するように構成され、かつ前記ファイバのもう一端では、前記ファイバ束が２つ
以上の単一ファイバ又はファイバの小束（ｓｕｂ－ｂａｎｄｌｅ）に分割され、第２端部
の単一ファイバ又は小束の各々は、予め選択された波長範囲内の光を分析するための分光
計に接続されるように、構成されている。
【００４７】
　前記分光計はＣＣＤ読取装置を含み得る。
　一実施形態において、第１光源の回路構成は、複数の異なる光ビームを互いに独立して
オン及びオフに切替えるように構成されており、好適には、前記検出器アセンブリは、第
１光源の回路構成を制御するようにプログラムされている。
【００４８】
　前記ＬＥＤは、有利には、一度に１つの光ビームのみが放射されるように、かつ複数の
異なる光ビームが順々にオン及びオフに切り替えられ得るように構成されている。各光ビ
ームの継続時間は等しくてもよいし、又は異なっていてもよく、有利には、前記継続時間
は数秒間、例えば１０秒間以内である。
【００４９】
　一実施形態において、前記検出器アセンブリは、複数の異なる光ビームを一度に一つず
つ、所定パターンで、オン及びオフに切り替えるようにプログラムされており、前記所定
パターンは、有利には実施されるべき検出アッセイによって選択される。
【００５０】
　一実施形態において、前記検出器アセンブリは、一度に前記ＬＥＤの異なる光ビームの
うちの１つのみがオンに切り替えられるように、前記複数の異なる光ビームをオン及びオ
フに切り替えるようにプログラムされている。
【００５１】
　一実施形態において、複数の異なる光ビームは、２つ～５つの異なる光ビームのような
少なくとも２つの異なる光ビームを含む。
　一般に、前記光ビームは、それぞれ、好適には１００ｎｍ以下の狭いスペクトル幅を有
することが望ましい。好適には、前記異なる光ビームは互いに独立して約５０ｎｍ以内の
スペクトル幅を有する。そのような狭いスペクトル幅を有する光ビームを用いることによ
って、前記マイクロ流体検出システムは、濃度が非常に小さいか、又は非常に大きくても
、更にその測定が定性的及び定量的のいずれであっても、異なる成分及び／又は異なるフ
ルオロフォアによってマークされた成分を高分解能で検出するために利用され得る。
【００５２】
　「帯域幅」という用語は、本願では「波長帯域幅」を意味するために用いられる。
　「スペクトル幅」という用語は、本願では、光源から放射された光ビームの、最大パワ
ーレベルの半分に等しいパワーレベルにおいて中心波長を取り囲む波長の範囲を意味する
ために用いられる。
【００５３】
　一実施形態において、前記多色ＬＥＤの複数の異なる光ビームの各々は、互いに独立し
て、約２５ｎｍ以内のスペクトル幅を有する。
　一実施形態において、前記多色ＬＥＤの複数の異なる光ビームの各々は、互いに独立し
て、約５ｎｍ以内のスペクトル幅を有する。
【００５４】
　一実施形態において、前記多色ＬＥＤの複数の異なる光ビームの各々は、互いに独立し
て、約２ｎｍ以内のスペクトル幅を有する。
　有利には、前記多色ＬＥＤの複数の異なる光ビームは単色光ビームである。
【００５５】
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　原則的に、多色ＬＥＤは、好適には分析されるべき標的に適合した、任意の中心波長及
び／又はピーク波長を有する光ビームを含み得る。
　各光ビームの中心波長及びピーク波長は互いに等しくてもよいし、又は互いと異なって
いてもよい。任意の分析について、前記マイクロ流体検出システムは、系統的誤差（ｓｙ
ｓｔｅｍｉｃ　ｅｒｒｏｒｓ）を排除するため、又はドリフト又は気温変動を考慮するた
めに、アッセイを実施する前に較正されてもよい。
【００５６】
　一実施形態において、前記多色ＬＥＤの複数の異なる光ビームは、約５７５ｎｍ～約６
２５ｎｍの中心波長を有する光ビームを含む。
　一実施形態において、前記多色ＬＥＤの複数の異なる光ビームは、約４２５ｎｍ～約４
７５ｎｍ、好適には約４５０ｎｍの中心波長を有する光ビームを含む。
【００５７】
　一実施形態において、前記多色ＬＥＤの複数の異なる光ビームは、赤色光ビーム及び青
色光ビームを含む。
　一実施形態において、前記多色ＬＥＤは以下の光ビーム、すなわち、
赤色：６１０＜λ＜７６０、
橙色：５９０＜λ＜６１０、
黄色：５７０＜λ＜５９０、
緑色：５００＜λ＜５７０、
青色：４５０＜λ＜５００の光ビームを含む。
【００５８】
　一実施形態において、前記多色ＬＥＤの複数の異なる光ビームは、赤色光ビーム、橙色
光ビーム、黄色光ビーム、緑色光ビーム又は青色光ビームのうちから選択された少なくと
も３つの単色光ビームを含む。
【００５９】
　適当な多色ＬＥＤの例は、丸紅米国会社（Ｍａｒｕｂｅｎｉ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ）、＜ｈｔｔｐ：／／ｔｅｃｈ－ｌｅｄ．ｃｏｍ／ＬＥＤ＿ｄｉｅ＿ｂ
ａｒｅ＿ｃｈｉｐｓ．ｓｈｔｍｌ
．＞によって販売されている２色ＬＥＤ（２チップ）及び多色ＬＥＤ（マルチチップ）で
ある。
【００６０】
　前記多色ＬＥＤは、有利には、例えば、集積増幅器を備えることによって、又は別個の
増幅器又は増幅構造によって、増幅される。
　一実施形態において、前記ＬＥＤからのビームは、好適には第１検出部位のうちの少な
くとも１つにおけるスポットサイズが所望の狭小なスポットサイズ及び所望の高強度を有
するように、前記スポットサイズを狭くするためにビーム経路に沿って制限される。
【００６１】
　有利には、前記マイクロ流体カートリッジは複数の光学的検出部位を有する。
　一実施形態において、前記マイクロ流体カートリッジの少なくとも１つの流路は複数の
第１光学的検出部位を含む。前記検出器アセンブリ及びマイクロ流体カートリッジは、前
記マイクロ流体カートリッジが前記スロット内に第１所定位置まで挿入されたときには、
前記マイクロ流体カートリッジの第１光学的検出部位のうちの１つが第１光源のビーム経
路内に配置され、前記カートリッジが前記スロット内に第２所定位置まで挿入されたとき
には、前記マイクロ流体カートリッジの第１光学的検出部位のうちの別の１つが第１光源
のビーム経路内に配置されるように構成されている。前記スロット内への前記マイクロ流
体カートリッジの第１所定位置及び第２所定位置のそれぞれは、好適には、前記マイクロ
流体カートリッジを一時的に固定された位置に保持するクリック構成によって決定される
。
【００６２】
　前記クリック構成は上述の通りであり得る。
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　有利には、前記マイクロ流体検出システムは、互いと同じであってもよいし、又は異な
っていてもよい複数の固定光源を備える。
【００６３】
　本発明に従ったマイクロ流体検出システムはまた、前記マイクロ流体カートリッジの少
なくとも１つの流路が少なくとも第２光学的検出部位を備え、前記検出器アセンブリはビ
ーム経路を有した少なくとも第２固定光源を備え、前記検出器のスロットは、前記マイク
ロ流体カートリッジが前記スロット内に挿入されたときに、前記マイクロ流体カートリッ
ジの第２光学的検出部位が第２光源のビーム経路内に配置されるように形成されており、
第２光源は、好適には、異なる波長を有する複数の異なる光ビームを放射するように構成
された多色発光ダイオード（ＬＥＤ）と、前記複数の異なる光ビームをオン及びオフに切
り替えるための回路構成とを備える実施形態も含む。
【００６４】
　有利には、第１光学的検出部位からの信号を読み取るように構成された光学的読取装置
は、第２の光学的検出部位からの光信号を読み取るように構成されている。
　「～するように（～のために）構成されている（ａｒｒａｎｇｅｄ　ｆｏｒ）」、「～
するように（～のために）構成されている（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｆｏｒ）」という用
語は区別なく用いられる。
【００６５】
　一実施形態において、前記検出器アセンブリは、第２光学的検出部位からの光信号を読
み取るように構成された第２光学的読取装置を備える。
　有利には、前記マイクロ流体カートリッジの少なくとも１つの流路は、複数の付加的な
光学的検出部位を備え、前記検出器アセンブリは各ビーム経路を有する複数の付加的な固
定光源を備える。前記検出器のスロットは、前記マイクロ流体カートリッジが該スロット
内に挿入されたときに、前記マイクロ流体カートリッジの複数の付加的な光学的検出部位
が前記複数の付加的な光源の各ビーム経路内に配置されるように形成されている。前記複
数の付加的な光源は、好適には、異なる波長を有する複数の異なる光ビームを放射するよ
うに構成された多色発光ダイオード（ＬＥＤ）と、前記複数の異なる光ビームをオン及び
オフに切り替えるための回路構成とを備える。それにより、複数のアッセイを同時に実施
することができる。
【００６６】
　前記検出器アセンブリは、前記複数の光学的検出部位からの信号を読み取るための１つ
又は複数の同一又は異なる読取装置を備えてもよい。
　異なるＬＥＤから放射される光ビーム間、又は異なる光学的検出部位からの信号間にお
ける、例えば入射光による、クロストークの危険性を防止又は低減するために、前記マイ
クロ流体検出システムは、有利には光導波路を備えてもよい。前記光導波路は、好適には
、光ビーム及び／又は信号を制限するように構成され得る。任意で、前記マイクロ流体検
出システムは、前記光ビームをさらに案内するためのコリメート要素を備えてもよい。一
実施形態において、光を集束させるため、及び／又は指向させるために、レンズ及びミラ
ーが利用されてもよい。
【００６７】
　一実施形態において、前記検出器アセンブリは、各固定光源からのビームが光を２つ以
上の検出部位に同時に透過させるのを防止するために、固定光源のうちの１つ以上のため
の光トンネル（ｌｉｇｈｔ　ｔｕｎｎｅｌ）を備える。好適には、前記光トンネルは、前
記固定光源から前記光源のビーム経路内に配されていない検出部位への入射光の透過を防
ぐように構築されている。
【００６８】
　一実施形態において、前記マイクロ流体カートリッジの少なくとも１つの流路は、複数
の異なるアッセイを実施するように構成された複数の検出部位を備える。前記検出部位は
、例えば以下に述べるような任意の種類の検出部位を備え得る。
【００６９】
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　前記複数の検出部位は、有利には、少なくとも１つの電気的検出部位を含み得る。電気
的検出部位は、電極を介して電気信号を読み取るように構成された流路内の部位である。
従って、電気的検出部位は透明である必要はない。
【００７０】
　前記電気的検出部位は、前記電気的検出部位において電気化学的検出を実施するように
構成された電極を備える。前記電極は、マイクロ流体カートリッジ接続パッドに接続され
た電線を含む。
【００７１】
　前記電線は、印刷された金属線のような任意の種類の電気的伝送路の形態にあり得る。
他の選択物については以下に述べる。
　前記マイクロ流体カートリッジの接続パッドは、前記検出器アセンブリに読取部電気接
点を提供するように構成されている。
【００７２】
　前記検出器アセンブリは、前記接続パッドを介して前記電気的検出部位からの電気信号
を読み取るための少なくとも１つの電気的読取装置を備える。
　一実施形態において、前記電気的読取装置は、電圧計接続パッドに電気的に接続された
電圧計を備える。前記電圧計接続パッドは、前記マイクロ流体カートリッジが前記スロッ
ト内に挿入されたときに、前記マイクロ流体カートリッジ接続パッドが前記電圧計接続パ
ッドと電気的に接続するように、スリット内に配されている。それにより、前記マイクロ
流体カートリッジは、簡単な方法で、例えば上述したクリック構成をさらに用いた検出器
アセンブリに対して正確に配置することができる。
【００７３】
　有利には、前記検出器アセンブリは、表示装置及び／又はプリンタ及びプロセッサのよ
うな少なくとも１つの出力インタフェースをさらに備える。前記プロセッサは、任意の種
類のプロセッサであってもよく、好適には前記検出器アセンブリに一体化されたプログラ
ム可能なコンピュータであってもよい。実施形態において、前記検出器アセンブリは、有
線又は無線接続によってコンピュータに接続される。
【００７４】
　前記検出器アセンブリは、例えば、患者日誌を含む中央データベースに接続され、患者
を識別することによって、例えば、患者に関連するバーコード又はチップ、例えば、患者
の手首上のバーコード、又は患者内のチップを走査することによって、結果が中央データ
ベース内の患者日誌に入力されることを保証してもよく、又は、前記検出器アセンブリが
患者からの試料に対してどのアッセイを実施するかについて患者日誌から指示を受けても
よい。
【００７５】
　前記プロセッサは、１つ以上の所望のアッセイを実施するためのソフトウェアによって
プログラムされてもよい。
　一実施形態において、前記検出器アセンブリは、読取信号の多重化を実施するようにプ
ログラムされている。
【００７６】
　一実施形態において、前記マイクロ流体カートリッジは、前記カートリッジを用いて実
施されるべきアッセイについての指示を含む機械可読コードを含み、前記検出器アセンブ
リは、前記機械可読コードを読み取り、実施されるべきアッセイについての指示を前記プ
ロセッサに供給するためのコード読取装置を備える。前記プロセッサは、前記機械可読コ
ードから得られた指示に少なくとも部分的に基づいて、前記読取装置及び出力インタフェ
ースのうちの少なくとも１つを制御するようにプログラムされており、好適には、前記少
なくとも１つの読取装置は、光学的読取装置及び電気的読取装置のうちの少なくとも一方
である。
【００７７】
　前記バーコードは、１Ｄバーコード、２Ｄバーコード、又は３Ｄバーコードのような任
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意の種類のバーコードであってよい。
　一実施形態において、前記検出器アセンブリは、異なるアッセイをコード化した異なる
バーコードを含む複数のマイクロ流体カートリッジを備える。
【００７８】
　有利には、前記マイクロ流体カートリッジの各バーコードは、それぞれ、所定数の検出
部位の読み取りの実施をコード化している。
　前記バーコードシステムは、例えば、クライアントがどのアッセイを利用すべきか、及
び／又はクライアントがどのディスパッチ部位からの読み取りにアクセスするべきかを示
すために用いられてもよい。
【００７９】
　それにより、異なるバーコードを有するいくつかの異なるアッセイのために準備された
マイクロ流体カートリッジを販売することができ、各バーコードは各アッセイの使用の許
容をコード化している。それにより、異なるアッセイ又はアッセイの組合せに対して異な
るマイクロ流体カートリッジを製造する必要がなくなり、複数の異なるアッセイに対して
、多数の異なる種類のマイクロ流体カートリッジを製造する代わりに、１種類又は数種類
のマイクロ流体カートリッジを大量生産することにより、コストが大幅に低減される。
【００８０】
　一実施形態において、前記マイクロ流体カートリッジの少なくとも１つは、前記検出部
位のうちのいくつかだけからの読み取りの実施をコード化したバーコードを備える。
　前記検出器アセンブリは、有利には、適当なソフトウェアを用いてプログラムされる。
前記ソフトウェアは、有利には、例えば、既知の組成物を有する試料について実施される
試験に対する較正のために、結果として生じた検出を分析するために用いることができる
中央データベースを備える。
【００８１】
　一実施形態において、前記ソフトウェアは、予め選択された疾患を識別するデータを有
するデータベースを含み、患者がこれらの疾患の１つを有する場合には、この患者からの
試料に対してアッセイを実施したときに、その疾患を識別することができる。それにより
、例えば、ある地域における感染症の発生を比較的迅速に識別することができる。
【００８２】
　一実施形態において、前記ソフトウェアは、それに対してアッセイを実施することがで
きる病原体微生物のような予め選択された病原体成分を識別するデータを有するデータベ
ースを含み、前記アッセイを実施することによって、患者からの試料中のそのような病原
体成分の濃度を非常に迅速に測定することができ、患者の治療中に他の同様の患者と比較
した治療経過の監視を実施することができる。
【００８３】
　一実施形態において、前記ソフトウェアは、複数のアッセイの結果についてビルトイン
　デシジョンツリー（ｂｕｉｌｔ－ｉｎ　ｄｅｃｉｓｉｏｎ－ｔｒｅｅ）を実施し、それ
により試料に対して行われたアッセイの実際の数に応じて適応応答を提供するためのプロ
グラムを備える。
【００８４】
　一実施形態において、前記マイクロ流体カートリッジのバッチ情報は中央データベース
内に存在し、前記検出器アセンブリは、前記バーコード、又はバッチ番号によって、この
情報にアクセスすることができる。それにより、前記マイクロ流体カートリッジに関する
限られたデータが要求される。
【００８５】
　前記検出器アセンブリは、好適には、前記マイクロ流体カートリッジが前記検出器アセ
ンブリのスロット内に挿入されたときに、前記スロット内の、好適には前記検出部位のう
ちの少なくとも１つに隣接したマイクロ流体カートリッジと接触するように構成された温
度制御要素を備えてもよい。
【００８６】
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　そのような温度制御要素は、例えば、ペルチェ素子、薄膜発熱体及び／又は他の抵抗性
発熱体を含むことができる。
　一実施形態において、前記検出器アセンブリは、マイクロ流体カートリッジのポンピン
グチャンバに加熱空気及び冷却空気を交互に適用することにより、前記マイクロ流体カー
トリッジの流路内においてポンプ作用を行うように構成されている。前記ポンピングチャ
ンバは前記流路と流体が流れるように接触している。前記ポンピングチャンバに加熱空気
及び冷却空気を交互に適用することにより、前記ポンピングチャンバ内の圧力は交互に増
大及び低下し、それによりポンプ作用を生じるであろう。
【００８７】
　一実施形態において、前記検出器アセンブリは、前記流路内の液体試料を駆動するため
の可動ピンを備える。この実施形態に適用され得るマイクロ流体カートリッジは、前記流
路又は前記流路に流体が流れるように接続されたチャンバの一部を被覆する、例えばホイ
ルの形態にある可撓性膜を備え、前記ピンはポンプ作用を実施するために前記流路又はチ
ャンバ内に押し込まれるように構成されている。
【００８８】
　そのようなポンプ作用は、例えば前記流路のチャンバなどの所望の領域を充填するため
、及び／又は液体と固体との混合を行うために利用され得る。
　一実施形態において、前記検出器アセンブリは、例えば、前記流路を一時的に圧迫し、
任意で流路を閉鎖するための可動ピンの形態にあるアクチュエータを備える。
【００８９】
　前記アクチュエータは、例えば国際公開第ＷＯ２０１２０１６１０７号に記載されてい
るような、例えばステップモーターで駆動されるアクチュエータである。
　前記アクチュエータは、流体力学的抵抗と組み合わされて、すべてのチャンバのような
１つ以上のチャンバの充填を保証することができる膜ポンプを形成し得る。
【００９０】
　使用時には、液体試料がマイクロ流体カートリッジに供給され、前記マイクロ流体カー
トリッジは、例えば手動で、又はロボット、例えばカセット－ロボット機能を用いて、前
記検出器アセンブリのスロット内に挿入される。
【００９１】
　好適なマイクロ流体装置についてさらに以下に記載する。
　「液体試料」という用語は、分散液及び懸濁液のような固形部を含有する液体試料を含
む、試料を含有する任意の液体を意味する。前記試料は、本方法を実施する時に液体を含
む。
【００９２】
　原則として、分散粒子のような粒子を含有する液体試料を含むが、これに限定されない
、いかなる液体試料も適用され得る。一実施形態において、前記液体試料は、任意で水と
混合された、粉砕された食物又は組織であるか、又はそれらの抽出物であってもよい。よ
って、前記マイクロ流体検出システムは、例えば、組織、野菜、肉などについての定量試
験及び／又は定性試験を実施するために利用され得る。
【００９３】
　一実施形態において、前記液体試料は、ヒト又は動物の糞便を、例えば水性懸濁液で含
有する。
　一実施形態において、前記液体試料は、例えば湖、川などの自然供給源からの廃水又は
水を含有する。
【００９４】
　一実施形態において、前記液体試料は、好適には少なくとも１つのアッセイが実施され
るべき標的成分に結合するフルオロフォアのようなマーカを含有する。前記フルオロフォ
アは、一実施形態において、磁性粒子に結合されていてもよい。
【００９５】
　一般に、標的成分のより簡単な定性的又は定量的測定のためには、比較的特異的な発光
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波長及びエネルギーを有するフルオロフォアを選択することが望ましい。具体的には、発
光波長は比較的特異的であることが望ましい、すなわち、発光波長は、好適には、その測
定の方法において、他の放射と区別するために十分に狭い波長域を有するべきである。
【００９６】
　「比較的特異的な波長」という用語は、その波長をその試験において他の放射波長と区
別することができることを意味する。
　特に、いくつかの異なるフルオロフォア、及び任意でいくつかの標的成分が存在する状
況では、前記フルオロフォアは、各フルオロフォアからの放射を互いに区別することがで
きるように、比較的特異的な発光波長を有することが好適である。
【００９７】
　前記フルオロフォアは、磁性粒子の捕捉部位に結合するように構成され得る任意の種類
のフルオロフォアであり得る。フルオロフォアは当業者によく知られており、市販されて
いる。
【００９８】
　米国特許第ＵＳ７４９８１７７号には量子ドットの例が記載されており、ライフ　テク
ノロジーズ　ヨーロッパ　ベスローテン　ヴェンノーツハップ（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｉｅｓ　Ｅｕｒｏｐｅ　ＢＶ）から入手可能な量子ドットは、広い波長範囲に及ぶ
発光波長を有する１５０を超える様々な製品構成を含んでおり、例えば、５２５、５４５
、５６５、５８５、６０５、６２５、６５５及びＩＲ７０５及び８００ｎｍの各発光波長
を有する量子ドットを含む。一実施形態において、インビトロジェン社／ライフ　テクノ
ロジーズ社の量子ドット製品のポートフォリオでは、ストレプトアビジン、ビオチン、抗
体及びいくつかの異なる官能基がコンジュゲートされている。
【００９９】
　量子ドットの例としてはまた、アーカンソー州７２７６４、スプリングデール所在のオ
ーシャン　ナノテク（Ｏｃｅａｎ　ＮａｎｏＴｅｃｈ）から入手可能な量子ドットも挙げ
られ、該量子ドットは、ｎｍに及ぶ発光波長と、ＰＥＧ又は他の生物学的適合性コーティ
ングの官能化された外側コアとを有し、例えば５３０、５５０、５８０、５９０、６００
、６１０、６２０及び６３０ｎｍの各発光波長を有する４０を超える異なる製品構成を含
む。オーシャン　ナノ　テクからの量子ドットは、様々な官能基、例えばアミン、ＣＯＯ
Ｈ、フェニルボロン酸（ＰＢＡ）を有する量子ドット、並びに両親媒性ポリマー及びＰＥ
Ｇコーティングを備えた量子ドットを含む。オーシャン　ナノ　テクから入手可能な量子
ドットの他の例は、例えばトルエン中に提供された単独のコアを備えた量子ドット、及び
オクタデシルアミン被膜のみを有する量子ドット、又は両親媒性ポリマー及びＰＥＧコー
ティングを有する量子ドットである。
【０１００】
　一実施形態において、前記フルオロフォアは、フルオレスセイン、ベンゼンの誘導体、
金属カルコゲニドフルオロフォア又はそれらの組合せのような、量子ドット又は芳香族プ
ローブ及び／又はコンジュゲートプローブである。
【０１０１】
　前記フルオロフォアは、一実施形態において、例えばマイクロ流体カートリッジの光学
的検出部位内において、選択された捕捉部位に結合するように構成されていてもよい。
　本発明はまた、前記マイクロ流体検出システムの一部となるのに適した好適なマイクロ
流体カートリッジにも関する。本発明のマイクロ流体カートリッジはまた、単独で、又は
従来技術の検出器アセンブリと共に用いることができる。
【０１０２】
　本発明のマイクロ流体カートリッジは、上述した通りであり得る。
　本発明のマイクロ流体カートリッジは、複数の異なるアッセイを実施するために設計さ
れている。前記カートリッジは、少なくとも１つの流路と、液体試料を供給するための前
記流路への入口とを備える。前記流路は、電気的検出部位において電気化学的検出を実施
するように構成された電極を備えた少なくとも１つの電気的検出部位と、光学的検出部位
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における光学的読み取りのために透明窓を有した少なくとも１つの光学的検出部位とを含
む複数の検出部位を備える。
【０１０３】
　これまでに同一の試料からの光学的読み取りと電気的読み取り（ｒｅｄ　ｏｕｔｓ）と
を同時に実施するために利用することができるマイクロ流体カートリッジを提供すること
は示唆されていない。本発明のマイクロ流体検出システムは、それにより、新たな範囲の
複合アッセイが非常に迅速に、かつ同一試料に対して実施されるように広がる新たな概念
を提供する。このマイクロ流体カートリッジは時間を節約するとともに、更に電気的試験
及び光学的試験を同一試料において同時に実施することができるので、得られた結果はよ
り正確であり得る。
【０１０４】
　有利には、前記カートリッジは、複数の電気的検出部位及び／又は複数の光学的検出部
位を備える。
　好適には、前記１つ以上の光学的検出部位の各々は、チャンバに通じる流路の断面積よ
りも少なくとも約２５％、例えば少なくとも約５０％、例えば少なくとも１００％大きい
断面積を有するチャンバの形態にある。
【０１０５】
　各チャンバは同一の大きさ又は異なる大きさを有し得る。
　有利には、前記光学的検出部位のうちの１つ以上は試薬を含み、好適には、前記光学的
検出部位のすべては反応剤を含む。前記試薬は、原則として、従来技術から既知の試薬の
ような任意の試薬であり得る。
【０１０６】
　一実施形態において、前記カートリッジの少なくとも１つの光学的検出部位は、吸収検
出のために構成された吸収光学的検出部位であり、前記吸収光学的検出部位は、好適には
、凝集試薬、凝固試薬、抗体及び／又は抗原のうちから選択される少なくとも１つの試薬
を含む。
【０１０７】
　一実施形態において、前記カートリッジの少なくとも１つの光学的検出部位は、比色検
出のために構成された比色検出部位であり、好適には、前記比色検出部位は、発色試薬の
うちから選択される少なくとも１つの試薬を含む。
【０１０８】
　前記発色試薬は、前記マイクロ流体カートリッジを用いるための、試験されるべき標的
との反応により色の変化を引き起こす任意の種類の試薬であり得る。
　例えば、色生成反応によって着色した生成物に化学的に変換されることにより、比色検
出の対象となることができる標的は、酵素基質及び補助因子を含む。そのような標的の限
定されない例としては、グルコース、コレステロール及びトリグリセリドが挙げられる。
特に、体液中の総コレステロール（すなわち遊離コレステロールとエステル型コレステロ
ールとの合計）のレベルは、流体をコレステロールエステラーゼ、コレステロールオキシ
ダーゼ、被酸化性色素、例えばｎ，ｎ－ビス（４－スルホブチル）－３－メチルアニリン
二ナトリウム（ＴＯＤＢ）、４－アミノアンチピリン及びホースラディッシュペルオキシ
ダーゼなどを含む発色反応物と反応させることにより、よく知られている発色アッセイに
よって分光光度法で測定することができる。
【０１０９】
　厖大な数の発色反応物が、着色生成物の形成を触媒するために用いられてもよい。その
ような発色反応物の例としては、アラニンアミノトランスフェラーゼ（ＡＬＴ）及びアス
パラギン酸アミノトランスフェラーゼが挙げられる。アラニンアミノトランスフェラーゼ
（ＡＬＴ）は肝機能を示す反応物である。他の適当な発色反応物としては、アルファ－ケ
トグルタル酸、ピルビン酸オキシダーゼ、被酸化性色素、例えばＮ，Ｎ－ビス（４－スル
ホブチル）－３－メチルアニリン二ナトリウム（ＴＯＤＢ）、４－アミノアンチピリン及
びホースラディッシュペルオキシダーゼなどが挙げられる。
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【０１１０】
　色を生成する比色検出によって検出され得る他の標的は、酵素結合免疫吸着測定法（ｅ
ｎｚｙｍｅ－ｌｉｎｋｅｄ　ｉｍｍｕｎｏｓｏｒｂｅｎｔ　ａｓｓａｙ：ＥＬＩＳＡ）の
ような免疫学的測定法（ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙｓ）によって検出される標的を含む。典
型的なＥＬＩＳＡにおいて、標的は抗体によって特異的に結合され、それらは次に二次酵
素結合抗体によって検出される。結合した酵素（発色反応物）は色生成反応を触媒する。
そのような酵素としては、ベータ－ガラクトシダーゼ、アルカリホスファターゼ（ａｌｋ
ａｌｉｎｅ　ｐｈｏｐｈａｔａｓｅ）、及びホースラディッシュペルオキシダーゼが挙げ
られるが、これらに限定されるものではない。
【０１１１】
　適当な発色反応物の選択は、検査される特定の標的に依存するであろう。一般に、標的
と直接又は間接的に反応して着色生成物を生成することができる任意の発色反応物が、本
発明のマイクロ流体カートリッジにおいて使用するのに適している。
【０１１２】
　一実施形態において、前記カートリッジの少なくとも１つの光学的検出部位は、分光検
出のために構成された分光検出部位であり、好適には、前記分光検出部位は、マーカ、例
えば、上述したフルオロフォアのようなフルオロフォアのうちから選択される少なくとも
１つの試薬を含む。
【０１１３】
　一実施形態において、前記カートリッジは、ディスパッチ部位のためのチャンバ及び任
意で付加的なチャンバ、例えば国際公開第ＷＯ２０１２０１６１０７号に記載されている
ポンピングチャンバ及びシンク部を有する前記流路を形成するために、少なくとも１つの
チャネル状のキャビティを有した固体基材を備える。
【０１１４】
　前記流路を形成するために、前記固体基材にフレキシブルホイルが接合される。前記ホ
イルは、好適には溶着によって前記固体基材に接合されている。
　一実施形態において、前記ホイルは、毛細管ベンチング（ｃａｐｉｌｌａｒｙ　ｖｅｎ
ｔｉｎｇ）、例えば選択された気体の蒸発のために、半透過性ホイルである。
【０１１５】
　一実施形態において、前記固体基材は、少なくとも電気的検出部位のための電極と、前
記電極から読み取るための電気的伝送路とを搭載している。前記電極及び電気的電送路は
、有利には、大量生産における頑強性を増すために、成形されたベース上に位置する印刷
電極であってもよい。
【０１１６】
　一実施形態において、前記ホイルは、少なくとも電気的検出部位のための電極と、前記
電極から読み取るための電気的伝送路とを搭載しているポリマーである。
　一実施形態において、前記電極は、好適には接続を容易にし、かつ前記電極の頑強性を
改善するためにスルーホールを有した前記ホイルの両面上に設けられている。
【０１１７】
　有利には、前記電極及び／又は電気的伝送路は、蒸着、スパッタリング及び／又は印刷
によって付着され、好適には、前記電極及び／又は電気的伝送路の少なくとも１つは印刷
されている。
【０１１８】
　前記印刷は、スクリーン印刷、グラビア印刷又は転写印刷であることができる。
　一実施形態において、前記電気的伝送路の少なくとも一部は、前記ポリマー内に埋設さ
れており、任意で、前記ホイルは、前記電気的伝送路の少なくとも一部の上に積層された
カバーポリマーフィルムを備え、それにより前記電気的伝送路の少なくとも一部を埋設す
る。
【０１１９】
　前記ポリマーホイルは、例えば、好適にはポリスチレン（ＰＳ）、ポリカーボネート（
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ＰＣ）又はポリイミド（ＰＩ）のうちから選択される熱可塑性ポリマーを含有する。
　前記マイクロ流体カートリッジは、任意の適当な材料で、例えば、従来技術のマイクロ
流体カートリッジに用いられる材料で製造され得る。
【０１２０】
　前記マイクロ流体カートリッジは、例えば、環状オレフィンコポリマー（ｃｙｃｌｉｃ
　ｏｌｏｅｆｉｎ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒｓ）（ＣＯＣ）、アクリロニトリル－ブタジエン
－スチレンコポリマー、ポリカーボネート、ポリジメチル－シロキサン（ＰＤＭＳ）、ポ
リエチレン（ＰＥ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリメチルペンテン、ポ
リプロピレン、ポリスチレン、ポリスルホン、ポリテトラ－フルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ
）、ポリフッ化ビニリジン（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｉｄｉｎｅ　ｆｌｕｏｒｉｄｅ）、スチ
レン－アクリルコポリマー　ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリクロロプレン、ポリ
イソブチレン、ポリ（スチレン－ブタジエン－スチレン）、シリコーン、エポキシ樹脂、
ポリエーテルブロックアミド、ポリエステル、アクリロニトリルブタジエンスチレン（Ａ
ＢＳ）、アクリル樹脂、セルロイド、酢酸セルロース、エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、
エチレンビニルアルコール（ＥＶＡＬ）、フッ素樹脂、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリ
アクリレート（アクリル樹脂）、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリアミド（ＰＡ）
、ポリアミド－イミド（ＰＡＩ）、ポリアリールエーテルケトン（ＰＡＥＫ）、ポリブタ
ジエン（ＰＢＤ）、ポリブチレン（ＰＢ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポ
リエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート
（ＰＣＴ）、ポリケトン（ＰＫ）、ポリエステル／ポリテン／ポリエテン、ポリエーテル
エーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリエーテルスルホン（
ＰＥＳ）、ポリエチレンクロリネート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅｃｈｌｏｒｉｎａｔｅ
ｓ）（ＰＥＣ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリメチルペンテン（ＰＭ
Ｐ）、ポリフェニレンオキシド（ＰＰＯ）、ポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）、ポリ
フタルアミド（ＰＰＡ）及びそれらの混合物のうちから選択されるポリマーのようなポリ
マーから形成された１つ以上の要素から生成され得る。
【０１２１】
　好適なポリマーは、ポリイミド、例えば、ポリ（４，４’－オキソジフェニレン－ピロ
メリトイミド）、例えばカプトン（登録商標）などのフェニレン－ピロメリトイミドを含
む。
【０１２２】
　一実施形態において、前記マイクロ流体カートリッジは、１つ以上のチャネル及び任意
のキャビティ及び／又は穴を備えた硬質基材を提供し、前記１つ以上のチャネル及び任意
のキャビティ及び／又は穴を１つ以上のフィルムで被覆することによって製造される。前
記硬質基材は、有利には、射出成形によって生成されるが、他の成形方法が利用されても
よい。前記フィルムは、ポリマーもしくは金属フィルム、又はポリマー及び／又は金属を
含む積層フィルム、例えば、ポリマー被覆金属フィルム又は金属スパッタポリマーフィル
ム（ｍｅｔａｌ　ｓｐｕｔｔｅｒｅｄ　ｐｏｌｙｍｅｒ　ｆｉｌｍ）であってもよい。
【０１２３】
　前記基材及びフィルムのうちの少なくとも一方は、好適には可視領域内において、少な
くとも１つの波長に対して透過性である。有利には、前記基材及びフィルムのうちの少な
くとも一方は、共に用いられると思われる検出器アセンブリの異なる光ビームのうちの少
なくとも１つに対して透過性である。
【０１２４】
　前記フィルムは、有利には前記基材に溶着されてもよい。また接着も提供されてもよい
。
　前記マイクロ流体カートリッジを記載したような基材及びフィルムから提供することに
より、前記マイクロ流体カートリッジは基材側とフィルム側とを有するであろう。
【０１２５】
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　本願において用いられる場合、「備える／備えた（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ／ｃｏｍｐｒｉ
ｓｉｎｇ）」という用語は、オープンターム（ｏｐｅｎ　ｔｅｒｍ）として解釈されるべ
きであり、すなわち、要素、ユニット、整数値、工程、構成要素及びそれらの組合せのよ
うな特に明示された特徴の存在を明示すると捉えられるべきであるが、１つ以上の他の述
べられた特徴の存在又は追加を妨げるものではないことが強調されなければならない。
【０１２６】
　範囲及び好適な範囲を含む本発明のすべての特徴は、そのような特徴を組み合わせない
特定の理由がない限り、本発明の範囲内において様々な方法で組み合わせることができる
。
【０１２７】
　以下で、本発明について好適な実施形態に関連して、図面を参照しながらより完全に説
明する。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】本発明に従った検出器アセンブリを示す図。
【図２】本発明に従ったマイクロ流体カートリッジを示す図。
【図３】マイクロ流体カートリッジの側面図。
【図４】マイクロ流体カートリッジの代替実施形態を示す図。
【図５】マイクロ流体カートリッジのさらに別の実施形態を示す図。
【図６】ＬＥＤ及びＣＣＤによる検出を示す図。
【図７】ＬＥＤ及びＣＣＤによる別の検出を示す図。
【図８】分光計による検出を示す図。
【図９】電気的検出を示す図。
【図１０】光トンネルを示す図。
【図１１】電気的検出に適合したマイクロ流体カートリッジを示す図。
【発明を実施するための形態】
【０１２９】
　図は概略的なものであり、単に本発明の原理を示すものであり、明瞭にするために単純
化されていることがある。全体にわたって、同一の部分又は対応する部分には同一の参照
数字を用いている。
【０１３０】
　本発明の適用のさらなる範囲は以下に与えられた詳細な説明から明らかになるであろう
。しかしながら、詳細な説明及び特定の実施例は、本発明の好適な実施形態を示している
が、本発明の趣旨及び範囲内における様々な変更及び修正がこの詳細な説明から当業者に
は明らかになるため、単に実例として与えられていることが理解されるはずである。
【０１３１】
　本発明は独立請求項の特徴によって定義される。好適な実施形態は従属請求項において
定義されている。特許請求の範囲における任意の参照数字は、それらの範囲を限定するも
のではない。
【０１３２】
　いくつかの好適な実施形態が前述に示されているが、本発明はこれらに限定されること
はなく、しかしながら以下の特許請求の範囲において定義された主題内において他の方法
で具体化されてもよいことが強調されるべきである。
【０１３３】
　図１は本発明に従った検出器アセンブリ１を示している。前記検出器アセンブリは、前
記検出器アセンブリを視覚的に設定し、前記検出器アセンブリ１上で実施された測定の結
果を視覚的に表示するために用いられるスクリーン２を備える。
【０１３４】
　検出器アセンブリ１は、前記検出器アセンブリを設定及び操作するために用いられる制
御ボタン３を備える。前記検出器アセンブリはまた、コンピュータ又はプリンタのような
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他のハードウェアと接続するための手段も備える。
【０１３５】
　検出器アセンブリ１はまた、マイクロ流体カートリッジが挿入され得るスロット４を備
える。前記マイクロ流体カートリッジについては以下でさらに詳細に説明する。前記検出
器アセンブリの内部は、前記マイクロ流体カートリッジが前記スロット内に挿入されたと
きに、前記カートリッジを固定位置に維持するための手段を備える。
【０１３６】
　よって、対象の試料を含むマイクロ流体カートリッジが検出器アセンブリ１のスロット
４内に挿入されているときに、前記検出器アセンブリは前記試料に対して測定を実施し得
る。前記測定は、例えば、光度測定又は比色測定のような光学測定であってもよい。前記
測定はまた、電荷結合素子に基づいた測定又は磁気測定であってもよい。
【０１３７】
　図２は本発明において使用するのに適したマイクロ流体カートリッジ１０を示す。この
実施形態において、マイクロ流体カートリッジ１０は、チャネル１１の形態にある５つの
キャビティを有した基材１２を備える。各チャネル１１は、入口１３と、図示していない
可撓性壁部を備えたシンク１４とを備える。
【０１３８】
　マイクロ流体カートリッジ１０はまた、チャネル１１に読取部１６を提供する窪みも備
え、前記窪みにおいて、前記チャネルは透明窓を備え、また磁性粒子が図示されていない
磁石を用いて一時的に固定されてもよい。
【０１３９】
　この実施形態において、各チャネル１１は、一時的に固定された磁性粒子及び一時的に
固定されたフルオロフォアを含む。微小流体装置は、入口ゾーンであるゾーン０と、それ
らが液体試料と接触するまで反応しないように構成された、一時的に固定されたフルオロ
フォア及び磁性粒子１７を含むゾーン１及びゾーン２と、読取部ゾーンであるゾーン３と
、シンクゾーンであるゾーン４とを含むゾーンに分けられる。
【０１４０】
　一実施形態において、ゾーン１は一時的に固定されたフルオロフォアを含み、かつゾー
ン２は一時的に固定された磁性粒子を含む。
　一実施形態において、ゾーン１は一時的に固定された磁性粒子を含み、かつゾーン２は
一時的に固定されたフルオロフォアを含む。
【０１４１】
　マイクロ流体カートリッジ１０は、所望により、ゾーン１及びゾーン２のいくつかのサ
ブゾーンを備えてもよい。
　使用時、液体試料は入口１３に供給され、前記試料は、可撓性壁部を用いて前記チャネ
ルのゾーン１内に吸い込まれる。前記可撓性壁部については後でより詳細に説明する。任
意で、前記液体試料は、ゾーン１内の固定された要素１７を溶解するか、又は再懸濁する
ために、ゾーン１内で振動させられる。その後、前記液体試料は、ゾーン２内の固定され
た要素１７を溶解するか、又は再懸濁するために、チャネル１１内においてゾーン２まで
さらに引き込まれる。予め選択されたインキュベーション時間後、前記液体試料は、シン
ク１４内に完全に引き込まれる。前記磁性粒子は、読取部ゾーン３に固定される。さらに
、所望により、シンク１４の可撓性壁を用いることによって前記液体試料をチャネル１１
内に再導入することができ、その液体試料を用いて前記固定された磁性粒子を洗い流して
、固定されていないフルオロフォア及び潜在的にノイズを提供し得る他の要素を除去する
ことができる。
【０１４２】
　図３は、側面から見た図１のマイクロ流体カートリッジ１０を示す。原則として既知の
マイクロ流体カートリッジを本発明に適用してもよいが、示したマイクロ流体カートリッ
ジは目的のために特に設計されており、本願に記載するように本発明に付加的な利点を提
供する。
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【０１４３】
　マイクロ流体カートリッジ１０は、チャネル１１の形態にある５つのキャビティを有し
た基材１２を備える。チャネル１１は、ホイル１１ａで被覆された溝の形態で設けられて
いる。各チャネル１１は入口１３と接続されており、それらの反対端では、チャネル１１
は共通シンク１４と接続されている。入口１３は井戸状の穴（ｗｅｌｌ）の形状を有する
。
【０１４４】
　シンク１４の可撓性壁部１５を押圧することによって、前記壁が動かされて、チャネル
１１から空気が押し出され、圧力が解除されると、可撓性壁部１５はその初期位置に戻り
、入口１３に配された液体試料は、チャネル１１内に所望位置まで吸い込まれるであろう
。前記可撓性壁部をさらに操作することによって、前記液体試料をチャネル１１内にさら
に引き込むこともできるし、又は前記液体試料をチャネル内で振動させてもよい。最後に
、所望により、可撓性壁部１５は、前記試料を前記シンク内に収集するため、及び前記試
料を前記チャネル内に再び押し流す（ｒｅ－ｆｌｕｓｈ）ために操作されてもよい。可撓
性壁部１５は、それによりマイクロ流体装置内の液体試料を制御する簡単で安価な方法を
提供する。
【０１４５】
　前記マイクロ流体カートリッジはまた、チャネル１１に読取部１６を提供する窪みを備
える。チャネル１１の読取部１６において、前記チャネルは透明窓を備え、また前記磁性
粒子は、図示されていない磁石を用いて、一時的に固定され得る。前記磁石は、読取部１
６を介して信号を読み取るための示度（ｒｅａｄｉｎｇ）も含む検出器アセンブリに取り
付けられている。
【０１４６】
　図４及び図５は、マイクロ流体カートリッジ２０の代替実施形態を示す。
　図４では、マイクロ流体カートリッジ２０は、一端において入口２３と接続され、反対
端ではシンク２４に接続されている２つのチャネル２１を備えて示されている。
【０１４７】
　２つのチャネル２１に沿って、多数のチャンバ２７，２８が位置する。各チャンバは前
記チャネルと接続されており、各チャンバはアナライトを含み得る。前記アナライトは、
入口２３からチャネル２１を通ってシンク２４まで通過すると前記チャンバを充填する液
体試料と反応し得る。
【０１４８】
　チャネル２１、入口２３、シンク２４、チャンバ２７，２８は、基材２２内において凹
部として形成されている。チャネル２１、シンク２４、及びチャンバ２７、２８へのアク
セスはホイル２１ａによって閉鎖されており、そのため、それらは入口２３を介してのみ
アクセス可能である。
【０１４９】
　チャンバ２７，２８はチャネル２１の両側に対をなして配置されている。前記チャンバ
は同一又は異なるアナライトを含み得る。例えば、前記チャネルに沿った各対は同一のア
ナライトを含んでもよく、そのため前記試料は同一のアナライトによって２回試験され、
それにより測定結果の確実性を改善する。よって、図４に示すマイクロ流体カートリッジ
２０は、例えば、１２種の異なるアナライトによって測定され得る。すなわち、マイクロ
流体カートリッジ２０は、チャネル２１に沿って位置する１２対のチャンバ２７，２８を
備える。前記アナライトはアナライトの組み合わせであってもよく、それらは光学的手段
、電気的手段又は磁気的手段のような様々な手段によって測定されてもよい。よって、前
記アナライトは、例えば、液体試料がチャンバ内に進入したときに前記液体試料と反応す
る発色反応物として機能する固定された磁性粒子又は固定化酵素であってもよい。
【０１５０】
　図５は、図４に示したマイクロ流体カートリッジにほぼ相当するマイクロ流体カートリ
ッジ２０を示している。しかしながら、この特定の実施形態ではシンクが省略されている
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。液体試料が入口２３に配置されると、該液体試料は、圧力及び毛細管力により、チャネ
ル２１及びチャンバ２７，２８に流入する。
【０１５１】
　従って、前記マイクロ流体カートリッジは、２本のチャネル２１と接続した入口２３を
備え、チャネル２１は該チャネルに沿ったチャンバ２７，２８の対と接続されている。チ
ャンバ２７，２８は、例えば多色ＬＥＤなどの光源からの光に対して透過性である。その
ため、チャンバ２７，２８は光学的検出手段によって用いるのに適している。
【０１５２】
　以下の図６～図９では、図５に示したマイクロ流体カートリッジが、本発明に従ったマ
イクロ流体検出システムによって実施され得るいくつかの測定の一例として用いられてい
る。
【０１５３】
　図６は、ＬＥＤ３０が実質的な単色光ビームをマイクロ流体カートリッジ２０内のチャ
ンバに向けて放射する光検出システムを示している。前記光ビームは、前記チャンバ内の
試料に基づいており、異なる波長を有した光ビーム３２に変換される。光ビーム３２はマ
イクロ流体カートリッジ２０の下方に位置するＣＣＤ検出器３５によって検出される。
【０１５４】
　図７は、マイクロ流体カートリッジ２０がＬＥＤ３０から放射された光ビーム３１を受
光する別の実施形態を示している。光ビーム３１は前記マイクロ流体カートリッジのチャ
ンバ内の試料によって反射される。その反射光は２つの異なる波長３２，３３を有する光
に分割され、それらの光はマイクロ流体カートリッジ２０のＬＥＤ３０と同じ側に配置さ
れたＣＣＤ検出器３５によって検出される。
【０１５５】
　図８は、前記検出システムの別の実施形態をさらに示している。この実施形態では、前
記検出システムは、マイクロ流体カートリッジ２０のチャンバ内の試料から反射された光
の検出に分光計３６を用いる。光ビーム３１はＬＥＤ３０から放射され、マイクロ流体カ
ートリッジ２０内に保持された試料によって反射される。その反射光は、３つの異なる波
長３２，３３，３４を有する光として反射される。それらの反射光は分光計３６によって
検出され、結果として生じた曲線が挿入ボックス３７に示される。
【０１５６】
　図９は、前記検出システムの代替実施形態を示す。これはアレイ又は電極３８が、マイ
クロ流体カートリッジ２０内のチャンバのうちの１つ以上を介して電流を送るシステムで
ある。試料の抵抗により、前記検出システムは、その試料の性質を検出することができる
。
【０１５７】
　図１０は、本発明に従った光トンネルの原理を示す。光トンネルは、他の２つのＬＥＤ
の波長とは異なる波長を有する光をそれぞれ放射する３つのＬＥＤ３０ａ，３０ｂ，３０
ｃを備える。ＬＥＤ３０ａは、６１０＜λ＜７６０の範囲の光を放射し得る。ＬＥＤ３０
ｂは、５７０＜λ＜５９０の範囲の光を放射し得、最後にＬＥＤ３０ｃは、４５０＜λ＜
５００の範囲の光を放射し得る。
【０１５８】
　各ＬＥＤは、１つ以上の特定の検出部位に光を放射し、かつ所望されない検出部位への
入射光線の透過を防ぐように意図されており、前記光トンネルは、入射光線の望ましくな
い透過が防がれることを保証する仕切り部材３９によって構成されている。
【０１５９】
　よって、各ＬＥＤ３０ａ，３０ｂ，３０ｃは仕切り部材３９によって包囲されており、
仕切り部材３９はＬＥＤから放射された光が、その光が意図された検出部位のみに光を伝
えることを保証する。
【０１６０】
　前記光トンネルは、光を２つ以上の検出部位を介して同時に透過させることを可能にす



(24) JP 2020-34562 A 2020.3.5

10

20

る。図１０の実施形態において見られるように、ＬＥＤ３０ａ，３０ｂ，３０ｃは、光を
マイクロ流体カートリッジ２０上の３つの異なる検出部位を介して同時に透過させる。結
果として生じた光ビームは、ＣＣＤ検出器３５によって検出される。
【０１６１】
　図１１は、本発明に従ったマイクロ流体カートリッジ４０の代替実施形態を示す。マイ
クロ流体カートリッジ４０は、試料を導入するための入口４３を備える。入口４３はチャ
ネル４１と接続されており、チャネル４１は反対端においてシンク４４と接続されている
。チャネル４１の長さに沿って、光学的検出のための２つの検出部位４７と、電気的検出
のためのさらに２つの検出部位４８とが位置している。
【０１６２】
　電気的検出部位４８は、電気配線４９によって接続パッド５０と接続された電極を備え
得る。前記電気配線はマイクロ流体カートリッジ４０の基材４２上に印刷されていてもよ
い。
【０１６３】
　接続パッド５０は、前記検出アセンブリ内の対応する接続パッドと接続され、さらに電
圧計のような電気的読取装置に接続され得る。
　図は、単に本発明を従った限られた数の実施形態を例示しているに過ぎず、本発明の全
範囲は特許請求の範囲において定義される。しかしながら、いくつかの組み合わせが可能
であり、前記光学的検出は磁気的検出及び／又は電気的検出と組み合わせられてもよいこ
とは明らかである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】令和1年10月11日(2019.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の異なるアッセイを実施するためのマイクロ流体カートリッジであって、前記カー
トリッジは、少なくとも１つの流路と、液体試料を供給するための前記流路への入口とを
備え、前記流路は、電気的検出部位において電気化学的検出を実施するように構成された
電極を備えた少なくとも１つの電気的検出部位と、光学的検出部位における光学的読み取
りのための透明窓を有した少なくとも１つの光学的検出部位とを含む複数の検出部位を備
え、前記マイクロ流体カートリッジは、チャネル状のキャビティを有する固体基材と、前
記固体基材に接合されて前記少なくとも１つの流路を形成する、ポリマーのホイルとを備
え、前記ホイルは、少なくとも前記電気的検出部位のための電極と、前記電極から読み取
るための電気的伝送路とを搭載しているポリマーである、マイクロ流体カートリッジ。
【請求項２】
　少なくとも１つの前記電極又は少なくとも１つの電気的伝送路は印刷されている、請求
項１に記載のマイクロ流体カートリッジ。
【請求項３】
　前記電極は前記ホイルの両面上に設けられている、請求項１又は２に記載のマイクロ流
体カートリッジ。
【請求項４】
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　前記電気的伝送路の少なくとも一部は前記ポリマーのホイル内に埋設されている、請求
項１又は２に記載のマイクロ流体カートリッジ。
【請求項５】
　前記カートリッジは、電圧計の接続パッドに接続される接続パッドを備え、前記電極は
電気的伝送路を通じて前記マイクロ流体カートリッジの前記接続パッドに接続され、前記
電極は前記電気的検出部位に配置された液体サンプルを通る電流を流す位置に設けられる
、請求項１～４のいずれか一項に記載のマイクロ流体カートリッジ。
【請求項６】
　流体サンプルの電気化学的検出を行うマイクロ流体カートリッジにおいて、前記カート
リッジは、少なくとも１つの流路であって、前記流路が少なくとも１つの電気的検出部位
を備える流路と、前記液体サンプルを前記電気的検出部位に供給するための前記流路への
入口とを備え、前記マイクロ流体カートリッジはチャネル状のキャビティを有する固体基
材と、前記固体基材に接合されて前記少なくとも１つの流路を形成する、ポリマーのホイ
ルとを備え、前記ホイルは、少なくとも前記電気的検出部位のための電極と、前記電極か
ら読み取るための電気的伝送路とを搭載しているポリマーである、マイクロ流体カートリ
ッジ。
【請求項７】
　前記電極のうちの少なくとも１つ又は前記電気的電送路のうちの少なくとも１つは印刷
されたものである、請求項６に記載のマイクロ流体カートリッジ。
【請求項８】
　前記カートリッジは、電圧計の接続パッドに接続される接続パッドを備え、前記電極は
電気的伝送路を通じて前記マイクロ流体カートリッジの前記接続パッドに接続され、前記
電極は前記電気的検出部位に配置された液体サンプルを通る電流を流す位置に設けられる
、請求項６又は７に記載のマイクロ流体カートリッジ。
【請求項９】
　マイクロ流体カートリッジと検出器アセンブリとを備えたマイクロ流体検出システムに
おいて、
　前記カートリッジは、少なくとも１つの流路であって、前記流路が少なくとも１つの電
気的検出部位を備える流路と、前記液体サンプルを前記電気的検出部位に供給するための
前記流路への入口とを備え、前記マイクロ流体カートリッジはチャネル状のキャビティを
有する固体基材と、前記固体基材に接合されて前記少なくとも１つの流路を形成する、ポ
リマーのホイルとを備え、
　前記検出器アセンブリは前記マイクロ流体カートリッジを挿入するためのスロットと、
前記カートリッジが前記スロットの第１又は第２の所定位置に挿入された時に、前記接続
パッドを通じて前記電気的検出部位からの電気信号を読み取るための少なくとも１つの電
気的読取装置とを備え、前記マイクロ流体カートリッジの前記所定位置は、前記マイクロ
流体カートリッジに設けられた突出フランジと前記検出器アセンブリの選択された位置に
設けられたキャビティ、又は前記検出器アセンブリに設けられた突出フランジと前記マイ
クロ流体カートリッジの選択された位置に設けられたキャビティによって判定され、前記
突出フランジ及びキャビティは嵌合又は定位置にスナップ止めされることによって前記マ
イクロ流体カートリッジを前記検出器アセンブリの前記第１又は第２の所定位置のうちの
１つに一時的に配置し、前記突出フランジ及びキャビティは、前記第１の所定位置に対応
する、第１の組の突出フランジ及びキャビティと、前記第２の所定位置に対応する、第２
の組の突出フランジ及びキャビティとからなる、マイクロ流体検出システム。
【請求項１０】
　前記電気的読取装置は、前記スリット内に設けられた電圧計接続パッドに電気的に接続
された電圧計を備え、前記マイクロ流体カートリッジが前記第１又は第２の所定位置にて
前記スロット内に挿入されたときに、前記マイクロ流体カートリッジの接続パッドが前記
電圧計接続パッドと電気的に接続する、請求項９に記載のマイクロ流体検出システム。
【請求項１１】
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　前記電極は前記電気的伝送路を通して前記カートリッジの前記接続パッドに接続され、
前記電極は前記スリット内の前記第１又は第２の所定位置に挿入され、前記カートリッジ
の接続パッドが前記電圧計の接続パッドに電気接続した時に、前記電極は前記電気的検出
部位に配置された液体サンプルを通る電流を流す位置に設けられる、請求項１０に記載の
マイクロ流体検出システム。
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